
【　在宅強化型　】

個室基本料金 （全員に共通して必要な費用）

多床室基本料金 （全員に共通して必要な費用）

【　加算型　】

個室基本料金 （全員に共通して必要な費用）

多床室基本料金 （全員に共通して必要な費用）

利 用 料 金 の ご 案 内
令和５年７月1日

                                     　　 　       入 所 ご 利 用 の 場 合　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税込

項      目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１割負担日額 ７９０円 ８６６円  ９３０円  ９８９円 １，０４９円

２割負担日額 １，５８０円  １，７３１円  １，８６０円  １，９７７円 ２，０９７円

３割負担日額 ２，３７０円 ２，５９６円 ２，７９０円 ２，９６６円 ３，１４５円

項      目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１割負担日額  ８７４円  ９５１円 １，０１８円  １，０７７円  １，１３４円

３，４０２円

２割負担日額  １，７４８円  １，９０２円 ２，０３６円  ２，１５３円 ２，２６８円

３割負担日額 ２，６２１円 ２，８５３円 ３，０５４円 ３，２２９円

要介護４項      目

　　・栄養マネジメント強化加算

加算負担料金

加　算　項　目

　　・初期加算

３割負担日額

　　・療養食加算

　　・褥瘡マネジメント加算【Ⅰ】

　　・褥瘡マネジメント加算【Ⅲ】（３月に１回限度）

５７円

１０４円

２８２円

３４５円

１０７円

　　・褥瘡マネジメント加算【Ⅱ】

　　・排せつ支援加算【Ⅱ】

　　・排せつ支援加算【Ⅰ】

　　・科学的介護推進体制加算【Ⅰ】

　・介護職員処遇改善加算【Ⅰ】    基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に３．９％を乗じた金額

　　・排せつ支援加算【Ⅲ】

　　・排せつ支援加算【Ⅳ】

１８９円

７５３円

　　・自立支援促進加算

１５０５円

１日

５０２円

月額

　・介護職員等特定処遇改善加算【Ⅰ】    基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に２．１％を乗じた金額

　・介護職員等ベースアップ等支援加算　　基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に０.８％を乗じた金額

３８円

月額

月額

月額

１日

１日

月額

１日 ３６円

　　・サービス提供体制強化加算【Ⅱ】 １９円

４２円

６３円

２５１円

３５円

月額

　　・科学的介護推進体制加算【Ⅱ】

　　・短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

６９円

１８８円

１０５円 ３１４円

９４１円

１２６円

６２７円

８４円

３２円

１２円

７円

４円

１４円

１６円

２１円

９４円

１１５円

１００４円

４７円

６３円

月額

　　・所定疾患施設療養費【Ⅱ】（月１０日限度）

　　・在宅復帰・在宅療養支援機能加算

　　・ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算

　　・口腔衛生管理加算【Ⅰ】

２３０円

７１円

　　・口腔衛生管理加算【Ⅱ】

１食

月額

月額

月額

月額

１１円

月額

５０２円

２，９７６円

４１円

３２円

３２円

１２６円

３１４円

月額

 ８７４円 ９３９円  ９９２円  １，０４９円

１日

１，８７７円 ２，０９７円

要介護３ 要介護５

１割

１日

３，１４５円

１１円

１割負担日額

要介護５

 １，７１６円  １，８２７円 １，９３４円

 ９１４円 ９６７円

要介護１ 要介護２

項      目

要介護３

 １，５８７円

１割負担日額 ７４７円 ７９４円  ８５８円

２割負担日額 １，４９３円

７円

２７円

要介護４

２，９００円

　  　※日用消耗品費  １日  ８０円

３割負担日額 ２，４７１円 ２，６２１円 ２，８１６円

２割負担日額

２，２３９円 ２，３８０円 ２，５７４円 ２，７４０円

 １，９８４円

 ８２４円

 １，６４７円  １，７４８円

要介護１ 要介護２

２０９円

２１円

２１円

３２円

４２円

３割

９４円

２割

３５円

１９円

１０円

６３円

２３円

１３円



【　裏面につづく　】



居住費および食費  （日額）

※居住費および食費の利用者負担段階について

　　第１段階…生活保護受給者または、世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が住民税非課税であって、老齢福祉年金受給者の方。

　　第２段階…世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が住民税非課税であって、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前年の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間８０万円以下の方。

　　第３段階①…世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が住民税非課税であって、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前年の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間８０万円超１２０万円以下の方。

　　第３段階②…世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が住民税非課税であって、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前年の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間１２０万円超の方。

　　第４段階…住民税本人課税者または、同一世帯の中に住民税の課税者がいる場合。

その他の料金

　喫茶コーナーで、ホットコーヒー・アイスコーヒー・紅茶（ホット）をご用意しています。（１杯５０円）

　教養娯楽費・クラブ活動費・行事費は、実費を頂きます。

　衣類リース　　　４４０円 / 日（消費税込み）

理美容料金

　カット・シャンプー

上記、「居住費および食費」は、市区町村に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出し、市区町村が確認した結果、第１
段階～第３段階の方には費用が記載された「介護保険負担限度額認定証」が郵送されてきます。第４段階の方は、低所得
者以外であるといった内容の通知が郵送されてきます。第１段階～第３段階の認定証をお持ちの方は必ずご提示ください。
ご提示がない場合は、第４段階の請求とさせていただきます。

                                     　　 　       入 所 ご 利 用 の 場 合　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税込

利 用 料 金 の ご 案 内
令和５年７月1日

　カット・顔そり

１，３６０円

１，９７５円 ８１０円 １，４４５円

　カット

　カット・シャンプー・顔そり

４９０円 ３７０円 ３９０円

１，３１０円 ３７０円 ６５０円

１，３１０円 ３７０円

　毛染め

第３段階①

第３段階②

　パーマ・カット

第４段階

居住費
食費

　カット・毛染め

第２段階

個室

４９０円 ０円 ３００円

利用者負担段階

第１段階

多床室

３，４００円

６，５００円

２，２００円

４，５００円

６，５００円

２，８００円

２，８００円



介護老人保健施設　　松原徳洲苑


